
（案） 

請    書  

 

委託業務の名称   令和３年度海洋博公園コロナ対策プロモーションビデオ制作業務 

 

履 行 場 所   国営沖縄記念公園 海洋博覧会地区 

                                    

履 行 期 限  自 令和  年  月  日 

至 令和４年１月７日 

                                           

業 務 委 託 料     ￥－ 

      うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥－ 

ただし、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、変動後の税率

により計算します。 

                                                                     

 上記の業務を下記の条項によりお請けいたします。                        

                                                     

第１条 本業務については、すべて貴財団の指示に従います。            

                                                                       

第２条 貴財団の承諾を得ず本業務に関する権利を他に譲渡し、または継承しま 

せん。                                                             

 

第３条 貴財団が必要ある場合は、業務内容の変更若しくは業務の打ち切りを命 

ぜられても異議なく、この場合において履行期限または業務委託料を変更

する必要があるときは、協議して定めます。 

 

第４条 業務が完了したときは、書面をもって通知し、貴財団が受理された日か 

ら１０日以内に成果品について検査を受けます。 

                                   

第５条 業務委託料は前条の検査に合格した後、適法な請求書を提出し、貴財団 

が受理された日から３０日以内に支払いを受けます。   

 

第６条 当方の責に帰すべき理由により履行期間内に完了しなかった場合は、業 

務委託料に対し延長日数分に応じて年5％の割合を乗じて計算した額を延

滞金として業務委託料と相殺され、または現金で納付します。     



第７条 業務委託料が第５条に定められた期間内に支払われなかった場合は、そ 

の翌日から支払いのあった日までの日数に応じ、支払遅延防止法第８条第

１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額を申し受けます。  

                                             

第８条  当方は、次の各号を表明し、かつ将来にわたっても保証します。 

(1)暴力団員を総括責任者、業務責任者又は使用人としません。  

(2)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しませ 

ん。 

                                                                 

第９条  前条をはじめ当方が契約に違反し、そのため貴財団がこの契約の目的を

達することができないと認められ契約を解除された場合は、業務委託料の

１０分の１に相当する額を違約金として、指定された期間内に納付します。

                                                                 

第10条 貴財団の都合で契約を解除された場合、当方に損害が有れば協議のうえ 

相当の補償を申し受けます。                                         

 

第11条 原版は、本業務終了後、ただちに返却します。 

 

第12条 当方が本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしません。 

 

第13条 当方は成果品（委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人

に閲覧させ、複写させ、または譲渡しません。ただし、貴財団の承諾を得たとき

は、この限りではありません。 

 

第14条 本件について疑義を生じたときは、貴財団と協議のうえ定めます。 

                                                                      

    令和  年  月  日                                          

                                                                      

         沖縄県国頭郡本部町字石川８８８番地                           

         一般財団法人沖縄美ら島財団       

      契約職 事務局長 西銘 宜孝  殿      

         

                        住 所                                        

                                                                      

                        氏 名                                        


